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嘉麻市文書管理・電子決裁システム構築業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

1．業務概要 

  1）件名 

嘉麻市文書管理・電子決裁システム構築業務委託 

  2）業務内容 

    別紙「嘉麻市文書管理・電子決裁システム構築業務委託仕様書」のとおりとする。

ただし、仕様書に定義する要件を満たす範囲において、より優れた構成案がある場合

には、提案書に記載することは差し支えない。その場合、内容及び当該案の違いを記

載すること。 

  3）提案上限金額 

    令和 4年度 25,239,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

    令和 5年度  3,294,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

    令和 6年度  3,294,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

    令和 7年度  3,294,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

    令和 8年度  3,294,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

    令和 9年度  3,294,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

  4）契約方法 

    ①嘉麻市文書管理・電子決裁システム構築業務委託 

     契約締結日から令和 5年 3月 31日までの単年度契約とする。 

    ②嘉麻市文書管理・電子決裁システム運用保守業務 

     令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までの長期継続契約とし、支払回数

は 60回の均等払いとする。 

  5）支払条件 

    契約期間中の費用支払については、嘉麻市財務規則の規定に基づき、市と協議の上、

決定した方法で行うものとする。 

 

2．選定方法及びスケジュール 

  1）選定方法 

    公募型プロポーザル方式により行う。 

  2）選定スケジュール 

項 内容 期日 

1 公募要領等の開示 令和 4年 6月 10日（金） 

2 質問票の受付期限 令和 4年 6月 16日（木） 

3 質疑応答書の回答期限 令和 4年 6月 17日（金） 

4 参加申込書の受付期限 令和 4年 6月 20日（月） 

5 参加資格審査結果通知発送 令和 4年 6月 21日（火） 

6 提案書の提出期限 令和 4年 7月 12日（火） 
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7 1次審査（提案書審査） 令和 4年 7月 15日（金） 

8 1次審査結果通知予定 令和 4年 7月 19日（火） 

9 2次審査（プレゼンテーション） 令和 4年 7月 26日（火） 

10 2次審査結果通知 令和 4年 7月 28日（木） 

 

3．参加資格要件 

  本提案に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

  1） 福岡県内に本店（主たる営業所）又は支店等を有する法人であること。 

  2） 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。 

  3） 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者

でその事実があった後 3 年を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の

使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 

  4） 経営状態が著しく不健全であると認められない者であること。 

  5） 募集開始日から提案までの間のいずれの日においても､営業停止処分又は嘉麻市建

設工事等指名競争入札参加者指名停止規程(平成 18年嘉麻市告示第 137号)に基づ

く指名停止の措置を受けていない者であること｡ 

  6） 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者である

こと｡ 

  7） 嘉麻市政治倫理条例(平成 18年嘉麻市条例第 237号)第 6条の規定に該当する業者

でないこと｡ 

  8） 公正な取引を阻害すると判断される者でないこと。 

  9） 福岡県内において、当該業務と同種、同規模の業務を実施した又は実施している実

績のある者であること。 

  10）当該契約を確実に履行できる人的配置ができる体制であること。 

 

4．質疑応答 

  1)質問 

    ①受付期間 

      令和 4年 6月 16日（木）17時まで 

    ②質問方法 

      質問票（様式第 1号）に記入し、本要領 12に記載の担当部署宛に電子メール

で送付すること。なお、電子メールの標題に、「嘉麻市文書管理・電子決裁シス

テム構築業務委託プロポーザル質問書」の文字列を必ず入力すること。電子メー

ルによる質問を受けた場合は、市から受信確認のメールの送信を行う。1日経過

しても受信確認メールが届かない場合は、電話で問い合わせること。 

  2)回答 

    ①回答期限 
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      令和 4年 6月 17日（金）まで 

    ②回答方法 

      市のホームぺージに掲載する。 

    ③その他 

     ・質問者の事業所名等は公表しない。 

     ・同趣旨の質問が複数あった場合は、まとめて回答する。 

     ・個別に回答は行わず、電話等の対応は一切受け付けない。 

 

5．参加申込手続き 

  1）提出書類 

    プロポーザル参加希望者は、次の資料を各 1 部提出すること。（A4 ファイル綴じ） 

ただし、令和 4 年度嘉麻市入札参加資格有資格者名簿に登録されている法人につい

ては、④から⑪の資料の提出を省略することができる。 

     ①プロポーザル参加申込書（様式第 2号） 

     ②会社概要書（A4版任意様式） 

      ※会社名、設立年月、資本金、本社所在地、技術者数、業務内容及び連絡先等

の記載のあるもの。ただし、法人案内（パンフレット）による代替可とする。 

     ③実績一覧（様式第 3号） 

     ④法人の登記簿謄本及び代表者の住民票抄本 ※写し可 

     ⑤使用印鑑届（様式第 4号） 

     ⑥印鑑証明書 ※写し可 

     ⑦財務諸表類（決算報告書、直前１年分）の写し 

     ⑧委任状（支店等への委任がある場合） 

     ⑨営業に関する許可（認可・登録）証等の写し 

     ⑩誓約書（様式第 5号） 

  2)提出期限 

令和 4年 6月 20日（月）12時まで（必着） 

  3)提出方法 

   直接持参又は郵送とする。郵送の場合は、簡易書留郵便とし、上記提出期限までに到

着したものに限る。 

  4)辞退 

   参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第 6号）を提案書提出

期限までに本要領 12に記載の担当部署へ持参又は郵送にて提出すること。 

 

6．参加資格等の審査 

  事業者より提出された書類に基づき、参加資格要件を満たしているかを確認し、審査結

果を各事業者に郵送により通知する。また、参加資格要件を満たしておらず、参加が認め

られなかった事業者に対しては、理由を付して通知する。 
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7．企画提案書等の提出 

  企画提案書等は、仕様書の内容を理解した上で作成し、提出するものとする。なお、企

画提案は各事業者 1提案とする。 

  1）受付期限 

   令和 4年 7月 12日（火）12時まで 

  2）提出書類 

   ①企画提案書（A4版任意様式） 

    ・文字の大きさは、原則 11ポイント以上とすること。 

    ・提案書は 30ページ以内（参考資料等を含む）とし、企画提案表紙（様式第 7号）

と併せて提出すること。 

    ・ページ番号は表紙及び目次を除き通し番号とし、各ページの下部に印字すること。 

   ②見積書（様式第 8号） 

   ③機能要件確認書（様式第 9号） 

  3）提出部数 

   ①正本 1部 

   ②プレゼン用 6部 ※プレゼン用については、企画提案書のみ提出すること 

    （正本 1部のみに事業者名、代表者名を記載し、プレゼン用には事業者名等、事業

者が特定される情報（ロゴマーク等）を表記しないこと） 

なお、各 PDFデータを CD-R等の電子媒体でも提出すること。 

  4）提出方法及び提出場所 

   担当部署へ持参又は郵送で提出すること。持参の場合は、土曜、日曜、祝日を除く 8

時 30分から 17時までとし、郵送の場合は、簡易書留郵便とし、上記提出期限までに到

着したものに限る。 

  5）提案書の構成 

   提案書は別紙「嘉麻市文書管理・電子決裁システム構築業務委託」を参照のうえ、次 

の構成及び順序に従い記載することを基本とする。 

項目 備考 

表紙、目次  

業務実施方針 ・業務目的を踏まえた構築、運営の方針 

業務経歴 ・提案者の同種業務の実績 

業務実施体制 ・業務実施に係るチーム体制 

・サポート体制、問い合わせ対応 

・職員研修の対応 

策定スケジュール ・作業工程及び作業スケジュール 

・業務の実施方法 

導入製品 ・導入する製品の特長 

・機能要件書の実現方法 

セキュリティ・運用保守 ・情報セキュリティの適切な管理 
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・運用保守対応 

 

8．選考委員会 

  業者の選考及び選定は、別に定める嘉麻市文書管理・電子決裁システム構築業務委託業

者選定委員会（以下「委員会」という。）の評価に基づいて行う。なお、委員会は委員構

成 6名とし、委員の氏名については非公開とする。 

 

9．審査方法 

  1）第 1次審査 

   提案者が多数となった場合（5者以上となった場合）は、選考委員会によって提出さ

れた書類を勘案し、第 2 次審査参加者を 4 者選定するものとする。提案者が 4 者以内

の場合、第 1次審査は実施しない。また、第 1次審査の結果は、すべての提案者に書面

で通知を行う。その際、第 1 次審査の通過者には、併せて第 2 次審査実施の通知を行

う。なお、総合得点が複数者で同点となった場合は、すべて同じ順位とする。なお、第

1次審査における審査結果は、第 2次審査に持ち越さないものとする。 

  2）第 2次審査（プレゼンテーション） 

   ①実施日 

    令和 4年 7月 26日（火） 

   ②企画提案時間等 

    1事業者につき45分以内としプレゼンテーション（デモンストレーションを含む）

35分以内、ヒアリング 10分以内とする。 

   ③審査の順番は、提案書類の受付順とする。 

   ④プレゼンテーション当日の参加人数は各社 3名以内とする。 

   ⑤プレゼンテーションは非公開とし、プレゼンテーションの際にパソコン、プロジェ

クター等を使用する場合は、担当部署へ事前に連絡し、機材は事業者で用意するこ

と。 

  3）選考方法 

   委員会の委員長、副委員長及び委員が提案の評価を行い、評価点が最も高いものを最 

優秀者として決定する。ただし、評価点が 6 割未満の場合は最優秀者として選定しな

い。なお、評価点が同点の場合は、委員会の委員長、副委員長および委員による合議に

より最優秀者を決定する。また、当該プロポーザルに参加した事業者が 1者の場合であ

っても、当該プロポーザル実施要領に基づき審査を実施する。 

  4）評価項目 

   ①業務実施方針 

   ②業務経歴 

   ③業務実施体制 

   ④構築スケジュール 

   ⑤導入製品 
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   ⑥実施方法の具体性 

   ⑦セキュリティ対策・運用保守 

   ⑧専門的知識 

   ⑨計画に実行性を持たせる工夫 

   ⑩独自提案 

   ⑪プレゼンテーション 

   ⑫見積価格 

  5）失格事項等 

   次のいずれかに該当する者は失格とする。 

   なお、受託予定者として決定した後にあっては、その者とは契約を締結せず、次点の

プロポーザル上位者と契約を締結することとする。また、契約における受託者となった

後にあっては、その者との契約を解除し、次点のプロポーザル上位者と契約を締結する

こととする。 

   ①提案書等の提出期限に遅れた者 

   ②虚偽の内容を記載若しくは説明などを行った者 

   ③見積価格が予算額を超えている者 

   ④会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態

の者 

   ⑤審査の公平性を害する行為を行った者 

   ⑥理由なくプレゼンテーションに遅刻・欠席した者 

   ⑦その他、提案にあたり著しく信義に反する行為等を行った者 

  6）審査結果の通知 

   選考結果については、参加者全員に通知する。なお、選定に関する異議申し立て等は 

一切できないものとする。 

 

10．委託契約の締結 

   最優秀者に選定された者と随意契約を行う。ただし、当該契約が不調の場合は、次点

のプロポーザル上位者と随意契約を行うものとする。なお、契約にあたり、別途見積

書の提出を求めることとする。 

 

11．その他 

  1）プロポーザル参加申込書、提案書等の提出書類は返却しない。 

  2）参加申込及び提案書等の提出後は、記載された内容の変更は認めない。 

  3）提出された書類等の著作権は提案者に帰属するが、審査及び説明等に必要な範囲に

おいて無償でその写しを作成し、使用することができるものとする。 

  4）本要領及びプロポーザルにおいて入手した情報等を目的外利用しないこと。 

  5）提案内容は非公開とする。 

  6）提案書の作成のために嘉麻市から受領した資料は、嘉麻市の了解なく公表してはな

らない。 
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  7）プロポーザルに参加することで生じる費用は、すべて提案者の負担とする。 

  8）このプロポーザルによる契約は、地方自治法第 234条の 3で規定する長期継続契約

で、当市議会における議決により、当該事業に係る予算の削除又は減額があった場

合には、契約の見直しを行う場合がある。 

 

12．担当部署 

  嘉麻市役所 総務課 地域情報・電算係（担当：藤本） 

  〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎 1180番地 1 

        TEL 0948-42-7416（直通） 

        Mail joho@city.kama.lg.jp 


